
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次期こうふＤＯ計画基本計画策定等支援業務 

業務仕様書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和７年４月 

甲府市総務部総務総室ＤＸ推進課 

  



－1－ 

目次 

１ 業務概要 ........................................................................ 2 

⑴ 業務名称 ...................................................................... 2 

⑵ 業務の目的 .................................................................... 2 

⑶ 次期こうふＤＯ計画策定に向けた見直しの概要 .................................... 2 

２ 業務内容 ........................................................................ 3 

⑴ 次期こうふＤＯ計画基本計画策定支援 ............................................ 3 

⑵ 次期こうふＤＯ計画調達支援 .................................................... 3 

⑶ 「情報提供依頼（ＲＦＩ）」及び「提案依頼書（ＲＦＰ）準備支援」 ................ 4 

⑷ 業務管理 ...................................................................... 4 

⑸ 会議体運営 .................................................................... 5 

３ 履行期間 ........................................................................ 5 

４ 実施場所等 ...................................................................... 5 

５ スケジュール .................................................................... 5 

６ 作業の実施体制 .................................................................. 6 

７ 成果物 .......................................................................... 7 

⑴ 成果物一覧 .................................................................... 7 

⑵ 納品場所 ...................................................................... 7 

８ 注意事項 ........................................................................ 7 

⑴ 秘密の保持 .................................................................... 7 

⑵ 遵守すべき基準等 .............................................................. 8 

⑶ 個人情報の保護・情報セキュリティ対策等について ................................ 8 

⑷ 報告及び調査 .................................................................. 8 

⑸ その他 ........................................................................ 8 

 

  



－2－ 

 

１ 業務概要 

⑴ 業務名称 

本業務の名称は、次期こうふＤＯ計画基本計画策定等支援業務とする。 

 

⑵ 業務の目的 

 次期こうふＤＯ計画基本計画策定等支援業務（以下「本業務」という。）は、令和１１年１

月運用開始予定の次期こうふＤＯ計画を実現するため、行政サービスの在り方や技術革新、行

政事務の効率化、トータルコストの削減等を見据えた基本計画書の策定を支援するとともに、

民間事業者のノウハウやシステム品質等の市場調査を行い、システム調達に向けた準備を行う

ものである。 

 

⑶ 次期こうふＤＯ計画策定に向けた見直しの概要 

ア 見直しの背景 

 現在、人口減少・少子高齢化や感染症危機を経た新たなライフスタイルの到来・多様性の

時代の進展など、社会環境は急激に変化している。こうした将来予測が困難な中、行政運営

においても、人口減少に伴う税収入の減少や、生産年齢人口の減少に伴う職員数の減少が懸

念され、行政サービスの在り方を抜本的に変えていく、ＤＸの必要性が高まっている。 

こうした中、現行の「第二次こうふＤＯ計画」において構築を進めている「基幹業務シス

テムの統一・標準化、ガバメントクラウド」（以下「標準準拠システム」という。）の構築

は、本市、システムベンダーにとって急務であり、様々なリスクを抱える中、無理なく安全

に稼働させることが至上命題となっている現状がある。こうした状況を鑑み、次期こうふＤ

Ｏ計画においては、「標準準拠システム」のメリットを最大限享受できる仕組みの構築と、

デメリット（リスク）対策を講じた上で、ＤＸの取組と標準準拠システムの相乗効果によ

り、市民の利便性向上と業務の効率化を実現するため、情報システムの全体最適化を図る必

要性が高まっている。 

 

イ 目指す方向性 

  次期こうふＤＯ計画への移行においては、第二次こうふＤＯ計画の特徴であるトータルコ

ストの削減、長期契約におけるリスク分担の在り方、サービス調達の考え方を評価し、今般

の「標準準拠システム」に合わせた枠組みを再整理するだけでなく、社会環境が急激に変化

する中、限られた経営資源を効率的かつ効果的に活用し、現状の行政サービスの維持のみな

らず、持続可能な行政運営の根幹となる基幹システムの構築を目指す必要がある。 

 そのためには、次期こうふＤＯ計画における基幹システムの調達においては、クラウド活

用を基盤とした行政サービスをサイバー空間で実現するＤＸの推進、ＢＰＲをはじめとした

行政事務の効率化など職員の働き方改革にもつながる基幹システム全般の最適化、ＬＧＷＡ

Ｎの動向を見据えたうえでのインフラ（ネットワーク）に適したクラウドの構築など、高い

柔軟性とコストメリットの享受を実現する基幹業務システム、内部情報システム及びインフ

ラの構築を目指していくものである。 
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２ 業務内容 

受託者は、以下の業務を実施すること。 

⑴ 次期こうふＤＯ計画基本計画策定支援 

次期こうふＤＯ計画基本計画の策定にあたっては、「第二次こうふＤＯ計画」を踏ま

え、次期システム調達に向けた計画の立案を行う。 

国や地方自治体のＤＸ施策の動向を捉えるとともに、第二次こうふＤＯ計画の事業評

価・課題整理の結果を踏まえ、次期システム調達における基本計画書の策定を行う。 

事業評価は甲府市が主体的に実施し、その結果を受託者が取りまとめるものとする。 

基本計画書(案)作成については、令和７年８月頃に予定している情報提供依頼(ＲＦＩ)

実施に向けて、基本方針や第二次こうふＤＯ計画からの変更点を明確にすること。 

 

作業項目 
実施内容・役割分担 

受託者 甲府市 

各種情報収集・動

向調査 

✓ 情報収集・調査結果取り

まとめ 

✓ 情報収集・調査結果取りま

とめレビュー 

事業評価 ✓ 現状分析・課題整理 

✓ 事業評価手法検討 

✓ 評価結果取りまとめ 

✓ 資料提供 

✓ 事業評価手法レビュー 

✓ 事業評価 

基本計画書策定 ✓ 基本計画書（案）作成 

✓ 基本計画書（確定版）策

定に向けた支援 

✓ 基本計画書（案）レビュー 

✓ 基本計画書（確定版）策定 

✓ 庁内調整・合意 

 

⑵ 次期こうふＤＯ計画調達支援 

令和７年８月頃に予定している情報提供依頼(ＲＦＩ)実施に向け調達仕様書(案)の作成

を行う。次期システムの調達は令和８年度を予定しており、実現性や概算費用情報の取得

を目的とする。 

対象システムは基幹業務系、内部情報系、インフラ系とする。なお、委託業務履行中の

協議において、有益かつ合理的であると認められる場合には、システム構成の変更や増減

の提案ができることとする。 

 

作業項目 
実施内容・役割分担 

受託者 甲府市 

現状把握・課題整

理 

✓ 実施手法検討 

✓ 現行仕様等に関する課

題、及び次期仕様への要

望等に関する担当課調査

実施支援 

✓ 調査結果取りまとめ 

✓ 資料提供 

✓ 現行仕様等に関する課題、

及び次期仕様への要望等に

関する担当課調査 

業務仕様・調達仕

様作成 

✓ 業務仕様・調達仕様書

（案）作成 

✓ 庁内調整 

✓ 業務仕様・調達仕様書

（案）レビュー 
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⑶ 「情報提供依頼（ＲＦＩ）」及び「提案依頼書（ＲＦＰ）準備支援」 

令和８年度予算要求に向けて、システム事業者への情報提供依頼（ＲＦＩ）を実施す

る。情報提供依頼（ＲＦＩ）においては、基本計画書（案）に基づき、業務仕様・調達仕

様書（案）の実現性や概算費用等の情報取得を目的とする。 

また、令和８年度に実施予定の提案依頼書（ＲＦＰ）に向けて、調達仕様書及び提案依

頼書（ＲＦＰ）関連資料（案）の作成を行う。 

 

作業項目 
実施内容・役割分担 

受託者 甲府市 

ＲＦＩ準備 ✓ ＲＦＩ資料（案）作成 ✓ ＲＦＩ資料（案）レビュー 

ＲＦＩ実施支援 ✓ 事業者対応（問合せ回

答・ヒアリング等）支援 

✓ ＲＦＩ発出 

✓ 事業者対応（問合せ回答・

ヒアリング等） 

ＲＦＩ評価 ✓ ＲＦＩ結果の取りまとめ 

✓ 業務仕様・調達仕様書

（案）更新 

✓ 業務仕様・調達仕様書

（案）レビュー 

 

ＲＦＰ準備 ✓ ＲＦＰ関連資料（案）作

成 

✓ ＲＦＰ関連資料（案）レ

ビュー 

 

⑷ 業務管理 

ア プロジェクト計画 

（ｱ） プロジェクト計画書・作業分解構造図（ＷＢＳ）の作成 

本業務は本市・受託者間で合意したプロジェクト計画書を基に行うものとす

る。なお、プロジェクト期間中、変更が必要な事案が発生した場合は、双方合意

の上、決定するものとする。 

プロジェクト計画書は本市が必要とする項目を加味した上で、作成すること。 

 

イ プロジェクト管理 

（ｱ） 作業分解構造図（ＷＢＳ）管理 

作業分解構造図（ＷＢＳ）は、実施すべき全ての作業について、具体的に進捗状

況を把握できる単位まで詳細化し、階層構造で表し、定量的に状況が把握できる

手法にて、管理・更新を行うこと。また、進捗状況は定例会議等で定期的に報告

すること。 

 

（ｲ） 課題・リスク管理 

解決すべき課題・問題は、再発防止に生かすことも含め、項目ごとに進捗等を

管理し、適切に解決していくこと。また、リスクの洗い出しを行い、リスク内容

を判別した上で、各リスクの発生頻度、影響度、対応策（低減、受容、転換、回

避等）、責任等を、監視・管理すること。 
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（ｳ） ＴＯＤＯ管理、問合せ対応 

業務を遂行する中で、発生するＴＯＤＯや確認事項、問合せ等について、適切

に管理し、着実に対応すること。 

 

⑸ 会議体運営 

本委託業務における会議体は以下のとおり。 

 

No. 名称 内容・目的 時期・頻度 

1 キックオフ会議 

「プロジェクト計画書」に基

づく本業務の計画、ＷＢＳ等

の合意 

契約締結日翌開庁日から

１０日以内 

2 定例会議 
本業務に係る進捗・課題等の

報告、共有 
月次 

3 各種検討会議 
本業務に係る各種検討事項等

に関する協議・検討 
随時 

  

 

３ 履行期間 

本業務は、その目的を実現するため、次の期間を委託業務の履行期間として定めるものとす

る。 

 契約締結日 ～ 令和８年３月３１日 

 

 

４ 実施場所等 

本業務の実施場所は次の通りとする。 

 山梨県甲府市丸の内一丁目１８－１ 甲府市役所 

受託者の作業を実施場所等に限定するものではなく、発注者との会議、打合せ等については

Ｗｅｂ会議（インターネットオンラインコミュニケーションツール使用）等による実施も可と

する。 

本業務における会議、打合せ等にて、Ｗｅｂ会議を使用する場合、発注者側の機器等Ｗｅｂ

会議環境は発注者が準備するが、受託者側の環境等は受託者の責任において準備すること。な

お、発注者が対応可能なコミュニケーションツール、アプリケーションは次のとおり。 

① Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ Ｔｅａｍｓ 

② Ｚｏｏｍ（ライセンス所有、ホスト対応可能） 

③ Ｃｉｓｃｏ Ｗｅｂｅｘ（ゲスト対応のみ） 

④ その他ブラウザ（Microsoftedge／Googlechrome等）で使用できるもの 

 

 

５ スケジュール 

本業務の想定スケジュールは下図のとおり。現時点の想定であるため、進捗等により変更す

る可能性がある。 
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タスク 

令和 7年度 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 

  

1.次期こうふ DO 計画基本計画策定 

情報収集             

現状分析・課題整理             

事業評価             

基本計画書策定             

 RFI 向け基本方針作成             

 基本計画書（案）作成             

 基本計画書（確定版）策定             

2.次期こうふ DO 調達支援 

業務仕様・調達仕様書作成             

3.「情報提供依頼（RFI）」及び「提案依頼書（RFP）準備支援」 

RFI 準備・実施・評価             

RFP 準備             

4 業務管理 

業務管理             

 

 

６ 作業の実施体制 

⑴ 統括責任者及びプロジェクトマネージャーを配置すること。なお、原則、本事業の実施期

間中に統括責任者及びプロジェクトマネージャーを変更することがない旨を確約すること。

なお、適切に本業務が遂行できないと本市が判断する場合には、各責任者等の変更を申し出

ることがあるので対応すること。 

⑵ 統括責任者は１名とするが、プロジェクトマネージャーについては業務ごとに配置するこ

とを可能とする。 

⑶ プロジェクトマネージャーは、過去５年以内に中央省庁若しくは地方自治体（人口１５万

人以上）において、本業務にて担当する業務に係るプロジェクトでプロジェクトマネー

ジャーの実績を有すること。 

 

▼業務開始 ▼予算要求 ▼RFI 実施 
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７ 成果物 

業務の実施に伴い作成、納品される成果物等は、次のとおりとする。なお、成果物の形態は

電子データ（原則として、電子データはＭｉｃｒｏｓｏｆｔ Ｗｏｒｄ形式、Ｅｘｃｅｌ形

式、Ｐｏｗｅｒｐｏｉｎｔ形式又はＰＤＦファイルとする）とし、ＣＤ‐Ｒ／ＤＶＤ‐Ｒ等に

収録（完成図書等があればデータ化し一括収録）し、納品すること。なお、最終的な成果物の

内容については、本市と受託者の協議をもって決定する。 

 

⑴ 成果物一覧 

最終的な成果物の内容については、本市と受託者の協議をもって決定するが、現時点で提出

を希望する成果物、納品期限については成果物一覧のとおり。 

 

 成果物一覧表 

No 成果物名 納品期限（予定） 

次期こうふＤＯ計画基本計画策定支援 

1 各種情報収集・動向調査資料 令和７年７月 

2 事業評価に係る成果物一式 令和７年７月 

3 ＲＦＩ実施に向けた基本方針 令和７年７月 

4 次期こうふＤＯ計画基本計画書（案） 令和７年１０月 

5 次期こうふＤＯ計画基本計画書（確定版） 令和８年３月 

次期こうふＤＯ計画調達支援 

6 
業務仕様・調達仕様書（案） 

※基幹業務系・内部情報系・インフラ系 
令和７年１０月 

情報提供依頼（ＲＦＩ）支援 

7 ＲＦＩ関連資料一式 令和７年１０月 

8 ＲＦＩ結果取りまとめ資料 令和７年１０月 

ＲＦＰ準備支援 

9 ＲＦＰ関連資料（案） 令和８年３月 

業務管理 

10 プロジェクト計画書・ＷＢＳ変更 随時 

11 課題・リスク・ＴＯＤＯ管理表 随時 

12 議事録 
実施後 

５開庁日以内 

13 その他本業務で作成した資料 令和８年３月 

 

⑵ 納品場所 

成果物の納品場所は以下とする。 

〒４００－８５８５ 山梨県甲府市丸の内一丁目１８－１ 

甲府市役所総務部総務総室ＤＸ推進課 

 

 

８ 注意事項 

⑴ 秘密の保持 

受託者は、本件業務遂行に関連して、本市から秘密である旨指定された情報を秘密として

取り扱い、その管理に必要な措置を講ずるものとする。 
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⑵ 遵守すべき基準等 

受託者は法令等を遵守した上で、以下の本市の基準に従って業務を行うこと。 

甲府市情報安全対策指針（情報セキュリティポリシー） 

ア 甲府市情報セキュリティ基本方針 

イ 甲府市情報セキュリティ対策基準 

 

⑶ 個人情報の保護・情報セキュリティ対策等について 

受託者は、本事業に関わる従事者に対し、情報セキュリティに関する教育を実施し、個人

情報を、目的以外で利用してはならない。また、第三者に開示または漏洩してはならない。

なお、委託業務終了時には、情報資産を本市へ返還するものとする。 

 

⑷ 報告及び調査 

本市は、必要があると認めるときは、受託者に対して本件業務の履行状況について報告を

求め、調査を行うことができるものとし、受託者はこれに協力するものとする。 

 

⑸ その他 

本仕様書に疑義が生じた場合、受託者は直ちに本市に申し出て、双方協議するものとす

る。なお、仕様書に記載のない事項についても、当然必要と認められることは、協議の上受

託者の責任において適正に実行すること。 

 

 

以上 


